
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○科名：緊急再就職訓練（知識等習得コース）「介護実務科Ⅱ」 

○目標：介護従事者としての職業倫理と態度を養い、知識・技術や福祉の 

    「心」を習得し、訪問介護職・施設介護員の仕事に従事する。 

目標とする資格 

  ・介護職員初任者研修課程修了認定 

  ・全身性障害者移動介護従業者課程修了認定 

  ・赤十字救急法救急員基礎講習修了者認定 

  ・赤十字救急法救急員修了認定 

  ・レクリエーション介護士 2 級 

○訓練内容 

  介護における職務、老化、認知症・障害、医療との連携などを理解し、 

  実技をとおして介護技能及び業務に必要なスキルを習得。 

○対 象 者 

  ・公共職業安定所長の受講指示又は受講推薦等を受けられる方。 

  ・一般求職者で、学習及び就職に意欲がある方。 

  ※類似の受講歴又は同等の資格を有する方は除く。 

○期  間：令和５年 12 月 1 日（金） 

          ～令和６年 2 月２９日（木）[3 ヶ月] 

○訓 練 日：月曜日～金曜日  休校日：土・日・祝日 

               休学日：1 月 4 日 

○日課時間：9：10～１５：５０（昼休み 60 分） 

○定  員：15 名 

      （応募者が少ない場合、訓練を中止する場合があります） 

○訓練場所：帯広コア専門学校 

      帯広市西 11 条南 41 丁目 3 番 5 号 

○経  費：受講費用は無料です。但し、ﾃｷｽﾄ代(20,185 円)、資格取得 

      及び実習経費等（4,315 円）は受講者負担になります。 

 申込み・問合せ先 

  ハローワーク帯広 Tel：0155-23-8296 

  ハローワーク池田 Tel：015-572-2561 

 

 ※入学願書に健康の自己申告書を添え、 

  窓口に提出してください 

 

実施機関：北海道立帯広高等技術専門学院 
帯広市西 24 条北 2 丁目 18 番 1 号 

TEL：0155-37-6975 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ois/ 

実施施設：帯広コア専門学校 
帯広市西 11 条南 41 丁目 3 番 5 号 

TEL：0155-48-6000 
http://www.core.ac.jp/obicore/ 

○募集期間：令和 5 年 9 月 8 日（金）～令和 5 年 11 月 8 日（水） 

○選考日時・会場 

  ・令和 5 年 11 月 15 日（水）13:00～15:30 

    （受付は 12:40～12:55 まで） 

  ・帯広コア専門学校（駐車場は別紙をご覧ください。） 

  ※選考の実施については改めて通知しません。 

   当日やむを得ない事情により欠席される方は事前にご相談下さい。 



訓練受講にあたっての留意点 
 

 

１．ジョブ・カード、キャリア・コンサルティングについて 

  訓練期間中にジョブ・カードを作成していただきます。 

  また、ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティング及び就職・職業相談を 

  3 回以上受けていただきます。 

 

  ※ジョブ・カードとは （http://jobcard.mhlw.go.jp/） 

   〇応募書類として就職活動で利用することができます。 

    また、ジョブ・カードを作成し、キャリア・コンサルテインティングを受ける過 

    程で自らの職業意識やキャリア形成上の問題点を明確にし、職業選択やキャリア 

    形成の方向付けをしていくことができます。 

 

   〇ジョブ・カード作成のメリット 

    自分の能力や職業意識を整理することができます。  

    資格以外にも自分のＰＲポイントが明確になります。  

    目標が明確になり、応募書類の準備など就職活動に活用できます。 

 

  ※キャリア・コンサルティングとは 

   個人が、その適性や職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職 

   業選択や職業訓練等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう個別の希望に 

   応じて実施される相談その他の支援のことを言います。 

 

 

２．「福祉人材バンク」について （http://www.obihiro-shakyo.jp/bank.html） 

 ・本訓練では受講生の皆さまの再就職を支援するため、「福祉人材バンク」への求職 

  者登録をしていただきます。 

 

 

３．資格取得について 

  目標としている資格を取得するには既定の時間数に出席していることが最低条件です。 

  そのうえで、介護職員初任者研修課程は修了考査、赤十字救急法救急員には筆記試験、 

  実技試験に合格することが必要となります。 

   ※本訓練では介護職員初任者研修課程に施設実習を取り入れています。 

 

４．受講対象者 

  原則、介護職員として介護現場への就職を希望している方、若しくは関連する職務を 

希望される方となります。 

 


